
(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：総務省 会計：一般会計 組織：総務本省 【基本計画（24年６月策定、28年３月改正）に対応するもの】

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

総務本省共通費

×

×

×

×

×

総務本省施設費

×

① 行政管理実施費

● ●

② 行政評価等実施費

● ●

③ 地方行政制度整備費

● ●

④ 地域振興費

● ●

⑤ 地方財政制度整備費

● ●

⑤ 地方交付税交付金

◆ ◆

⑤ 地方特例交付金

◆ ◆

⑥ 地方税制度整備費

● ●

⑦ 選挙制度等整備費

● ●

● ●

⑧ 電子政府・電子自治体推進費

● ●

⑨ 情報通信技術研究開発推進費

● ●

● ●

⑨ 国立研究開発法人情報通信研究機構運営費

◆ ◆

⑨ 国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備費

◆ ◆

⑩ 情報通信技術高度利活用推進費

● ●

国立研究開発法人情報通信研究機構施設整備に必要な経費（主要経費13）

情報通信技術の利活用高度化に必要な経費（主要経費95）

選挙制度等の整備に必要な経費（主要経費95）

参議院議員通常選挙に必要な経費（主要経費95）

電子政府・電子自治体の推進に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の研究開発の推進に必要な経費（主要経費13）

情報通信技術分野の技術戦略に必要な経費（主要経費95）

国立研究開発法人情報通信研究機構運営費交付金に必要な経費（主要経費13）

地方行政制度の整備に必要な経費（主要経費95）

地域振興に必要な経費（主要経費95）

地方財政制度の整備に必要な経費（主要経費95）

地方交付税交付金財源の交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れに必要な経費（主要経費30）

地方特例交付金財源の交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れに必要な経費（主要経費30）

地方税制度の整備に必要な経費（主要経費95）

Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅶ概算要求書

総務本省一般行政に必要な経費（主要経費95）

審議会等に必要な経費（主要経費95）

国際会議等に必要な経費（主要経費95）

自治大学校に必要な経費（主要経費95）

情報通信政策研究所に必要な経費（主要経費95）

総務本省施設整備に必要な経費（主要経費95）

行政管理の実施に必要な経費（主要経費95）

行政評価等の実施に必要な経費（主要経費95）



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

⑪ 情報通信技術利用環境整備費

● ●

⑫ 情報通信技術利用環境整備費

● ●

⑬ 電波利用料財源電波監視等実施費

● ●

● ●

⑭ 情報通信国際戦略推進費

● ●

⑮ 郵政行政推進費

● ●

⑯ 一般戦災死没者追悼等事業費

● ●

⑰ 恩給費

● ●

● ●

● ●

⑱ 統計調査費

● ●

⑱ 独立行政法人統計センター運営費

◆ ◆

政党助成費

×

国有提供施設等所在市町村助成交付金

×

施設等所在市町村調整交付金

×

組織：管区行政評価局

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

管区行政評価局共通費

×

行政評価等実施費

① ● ●

② ● ●行政評価等の実施に必要な経費（主要経費95）

Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅶ

統計調査等の実施に必要な経費（主要経費95）

独立行政法人統計センター運営費交付金に必要な経費（主要経費95）

政党助成に必要な経費（主要経費95）

国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費（主要経費95）

施設等所在市町村調整交付金に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の国際戦略に必要な経費（主要経費95）

郵政行政の推進に必要な経費（主要経費95）

一般戦災死没者の追悼等に必要な経費（主要経費95）

文官等に対する恩給支給に必要な経費（主要経費26）

旧軍人遺族等に対する恩給支給に必要な経費（主要経費27）

恩給支給事務に必要な経費（主要経費28）

情報通信技術の利用環境整備に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利用環境整備に必要な経費（主要経費95）

電波利用料財源電波監視等の実施に必要な経費（主要経費95）

電波利用料財源電波利用技術の研究開発等に必要な経費（主要経費13）

行政管理の実施に必要な経費（主要経費95）

管区行政評価局一般行政に必要な経費（主要経費95）

概算要求書



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

組織：総合通信局

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

総合通信局共通費

×

情報通信技術高度利活用等推進費

⑩ ● ●

⑪ ● ●

⑫ ● ●

⑬ 電波利用料財源電波監視等実施費

● ●

組織：消防庁

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

消防庁共通費

×

×

⑲ 消防防災体制等整備費

● ●

● ●

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　

　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの

　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

消防庁一般行政に必要な経費（主要経費95）

消防大学校に必要な経費（主要経費95）

消防防災体制等の整備に必要な経費（主要経費95）

消防防災体制等の整備に係る技術研究開発に必要な経費（主要経費13）

概算要求書 Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅶ

総合通信局一般行政に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利活用高度化に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利用環境整備に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利用環境整備に必要な経費（主要経費95）

電波利用料財源電波監視等の実施に必要な経費（主要経費95）

概算要求書 Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅶ



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：内閣府、総務省及び財務省 会計：交付税及び譲与税配付金特別会計 組織：総務本省 【基本計画（24年６月策定、28年３月改正）に対応するもの】

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

⑤ 地方交付税交付金

● ●

● ●

⑤ 地方特例交付金

● ●

交通安全対策特別交付金

×

⑥ 地方譲与税譲与金

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

事務取扱費

×

諸支出金

×

⑤ 国債整理基金特別会計へ繰入

◆ ◆

予備費

×

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　

　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの

　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

Ⅴ Ⅶ

地方交付税交付金に必要な経費（主要経費30）

東日本大震災復興に係る地方交付税交付金に必要な経費（主要経費30）

特別とん譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

地方道路譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

概算要求書

自動車重量譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

Ⅰ Ⅱ

事務取扱いに必要な経費（主要経費95）

諸支出金に必要な経費（主要経費95）

予備費（主要経費98）

国債整理基金特別会計へ繰入れに必要な経費（主要経費20）

地方特例交付金に必要な経費（主要経費30）

石油ガス譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

交通安全対策特別交付金に必要な経費（主要経費95）

地方揮発油譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

航空機燃料譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）

地方法人特別譲与税譲与金に必要な経費（主要経費30）



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：総務省 会計：東日本大震災復興特別会計 組織：総務本省 【基本計画（24年６月策定、28年３月改正）に対応するもの】

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

⑤ 地方交付税交付金

◆ ◆

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　

　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの

　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

概算要求書 Ⅰ Ⅱ Ⅴ Ⅶ

地方交付税交付金財源の交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れに必要な経費（主要経費30）



(別紙10-2) 政策評価調書(政策体系と概算要求書の対応表）

所管：総務省 会計：東日本大震災復興特別会計 組織：復興庁 【基本計画（24年６月策定、28年３月改正）に対応するもの】

政策評価 政策評価 Ⅲ Ⅳ Ⅵ

調書番号 の対象 （項） （事項） １ ２ １ ２ ３ ４ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４

総務省共通費

×

生活基盤行政復興政策費

⑩ ● ●

⑫ ● ●

⑲ ● ●

⑲ 生活基盤行政復興事業費

● ●

注）「政策評価の対象（●◆×）」欄については、以下の整理により記入すること。

　　●については政策評価の対象となっているもの　　　　

　　◆については政策評価の対象となっていないが、ある政策に属すると整理できるもの

　　×については政策評価の対象となっておらず、政策との対応関係を明らかにできないもの（◆以外）

Ⅶ

総務省一般行政に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利活用高度化に必要な経費（主要経費95）

情報通信技術の利用環境整備に必要な経費（主要経費95）

消防防災体制等の整備に必要な経費（主要経費95）

消防防災体制等の整備に必要な経費（主要経費95）

概算要求書 Ⅰ Ⅱ Ⅴ
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